
 

 

愛媛県内県民観光促進プロモーション支援事業の御案内 

四国観光立県推進愛媛協議会では、現下のコロナ禍により厳しい状況にある県内観光

産業の活性化を図るため、宿泊事業者等が実施する県民の県内観光を促進する取組みに

対して支援を行います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○申請の流れ 

 支援申込書等の内容を審査のうえ、予算の範囲内で助成対象事業を決定します。 

 

 
 
 
 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、実施時期の変更または中止をお願いする場合があります。 

 

★詳しくはこちらで検索→ 

 

【対象者】 

① 県内宿泊事業者団体 

② 県内宿泊事業者を含む５事業者以上の観光業者で構成されるグループ 
 
【対象事業】 

 次の条件を全て満たすもの 

① 県内において、県民を対象として開催される事業であること 

② 国、県及び市町等の他の補助事業の対象となっていない新規事業であること 

 ③ 公共性（当該助成事業が呼び水となって周辺あるいは関係事業者が恩恵を受 

けること）が認められる事業であること 

 ④ 令和２年６月１日以降に開始し、12 月 31 日までに完了する事業であること 
 
【助成対象経費】 

・広告宣伝費（広報チラシ・ポスター等制作料、テレビＣＭ放送料 等） 

・感染症予防対策費（使い捨てマスク、アルコール消毒液購入費 等） 

 ・参加促進費（参加者へ渡す土産物購入費  等） 
 
【助成金額】 

 １助成対象者当たり、上限 100 万円 

【お問い合わせ】 

 〒790-8570 松山市一番町４－４－２ 

 四国観光立県推進愛媛協議会事務局（愛媛県経済労働部観光物産課内）担当：越智、吉田 

電話：089-912-2492     FAX：089-912-2489 
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